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第15回南部町議会定例会 

  

議事日程（第３号） 

平成20年３月７日（金）午前10時開議 

 

第 １ 一般質問 

 12番 立 花 寛 子 

           １．後期高齢者医療制度について 

           ２．道路特定財源について 

           ３．国民健康保険税について 

           ４．子どもの医療費助成制度について 

           ５．福祉灯油購入費助成について 

           ６．申請手続きについて 

 ８番 中 村 善 一 

           １．町財政について 

           ２．町民からのメッセージについて 

 ４番 根 市   勲 

           １．達者村事業について 

 13番 川守田   稔 

           １．剣吉踏切改修及び県道拡幅工事に伴う家屋の移転先確保のための町

の取り組みについて 

           ２．農家経営の実態把握の現状について 

 14番 工 藤 久 夫 

           １．町の活性化、人口増の政策について 

           ２．これからの町の行政サービスの向上と課の統廃合、定員のあり方に

ついて 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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出席議員（19名） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は16人でございます。定足数に達しております

ので、これより第15回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に順次発言を許します。 

 12番、立花寛子君の質問を許します。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 日本共産党の立花寛子でございます。 

３月定例議会に当たり、一般質問を行います。 

初めに、議会開会当日、議会の日程に対して異議を申し立てましたが、その理由は今までの日

程では、常任委員会の審議日程が十分に保障されておらず、陳情・請願者に対し誠意を持って審

議しているとは言えない状況にあるからです。参考資料として文章は準備されてはおりますが、

統一されていないため、審議に支障を来たしてはいないでしょうか。議会開会当日に常任委員会

を開いて、果たして十分な審議を尽くしていると言えるでしょうか。議会開会１週間前には参考

資料、その他文書を配付してほしいところであります。改善を要求し、一般質問を始めます。 

後期高齢者医療制度について質問いたします。 

４月実施予定の後期高齢者医療制度、その内容を知れば知るほど怒りが広がっております。「高

齢者を前期だ、後期だと勝手に色分けして制度をつくること自体おかしいと思う」「この制度は

結局お年寄りは早く死んでいただきたいという制度、考え直してほしい」と言っています。年齢
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で高齢者を切り離して、格差をつけるというのは国民全体が公的保険に入る国民皆保険制度の国

では世界でも日本だけです。保険料は年金収入が１万5,000円以上の人は天引きされ、保険料に

は所得に応じた所得割と全員が払う均等割があり、所得が低い人は均等割を軽くする制度があり

ますが、本人の年金が少なくても世帯主に一定の所得があれば均等割は軽くなりません。保険料

を払っているのに、75歳以上の人はどうせ治らないし、いずれ死ぬのだからと決めつけて、医療

費を削減しようとしています。これと並行して、38万床あった長期療養患者のベットを減らして、

病院から追い出す方針です。この制度のねらいは医療費の削減にあります。国際的に見ますと、

日本の医療費は高くありません。ヨーロッパの企業は、社会保障の財源として日本の企業より多

くの税や保険料を負担しています。国民の医療を守らない政府の姿勢こそ問題ではないでしょう

か。 

事業主体である青森県後期高齢者医療広域連合議会で事務や保険料の決定、必要な事項を定め

ていくことになります。どういう考えを持った議員で構成されているかによって、広域連合議会

がどう働いていくかにかかっています。 

町長は後期高齢者医療制度は、差別医療の導入であり、高齢者の人権を侵す制度であるという

認識を持ち、青森県後期高齢者医療広域連合議会で制度の改善を求める発言をしていく考えはあ

るのでしょうか、答弁願います。 

次に、道路特定財源制度について質問いたします。 

連日のようにテレビ、新聞等で報じられております道路特定財源の一般財源化か地方の道路整

備のためには制度の堅持か問われているところであります。道路特定財源とは、ガソリンなどの

自動車用燃料にかかる税金や自動車の取得、保有などにかかる税金の一部を道路整備にしか使え

ないとする仕組みです。道路をつくれば、自動車がふえ、燃料消費もふえると特定財源の税収も

ふえるので、道路整備の財源がふえることになります。まさに道路建設を推進する自動装置と言

えます。戦後間もない時期の経済事情の中では、道路整備の財源を確保するための臨時措置とし

て創設された道路特定財源制度ではありますが、現在では道路の整備状況は大きく変わっていま

す。もはや道路のためだけに財源を確保する理由はなくなっています。欧米諸国では、日本のよ

うな道路特定財源制度はほとんどありません。 

それでは、当町の生活道路はよくなっているのでしょうか。「よくなっていないので、住民か

ら毎年道路整備のための要望が出ているのです」と町長は反論されるでしょう。それは全く当た

り前の回答ではあります。道路特定財源について、政府与党は、事あるごとに地方の要望を持ち

出します。これまで私も意見書提出には賛成してまいりました。しかし、道路中期計画の59兆円
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のうち、住民が最も切実に求めている通学路の整備やバリアフリー化、防災対策は合計でも１割

程度に過ぎません。これでどうして地方の生活道路が整備されるでしょうか。地方自治体と住民

が予算の使い方を選択できるよう一般財源化することこそ必要ではないでしょうか。一般財源化

とは、使い道を道路整備に限っている道路特定財源を社会保障にも、教育にも、道路にも自由に

使えるようにするということです。もともと税金は一般財源として使われるが当たり前です。地

方自治体の財源が苦しくなってきている中、住民の暮らしや福祉にもしわ寄せが来ております。

一般財源化すれば、地方の裁量でそうしたところに使うことができます。もちろん、真に必要な

道路整備があれば、そこに使えばいいわけです。 

当町でも頭を痛めている問題に地方交付税の大幅削減があります。全国自治会も地方財政の危

機的状況をもたらし、地域間の財政力格差を拡大させた最大の原因は地方交付税の大幅な削減で

あると厳しく指摘しております。自治体の財政基盤を再建するには、地方交付税の財源保障、調

整機能を強化することであり、暫定税率の維持ではないのではないでしょうか。道路特定財源を

湯水のように使い、無謀な計画を進める政府のやり方を批判し、道路特定財源の一般財源化と暫

定税率の廃止を求める考えはありませんか、ご質問いたします。 

次に、国民健康保険税について質問いたします。 

国保加入者の収入の大幅な増額が見込まれない状況で、短期保険証世帯、資格証明書世帯が増

加してきており、新年度に計画しています国保税の引き上げは、正規の保険証が持てない世帯を

ふやすだけです。計画を中止する考えはあるのでしょうか。なぜ、国保税を引き上げなければな

らないのか、国保事業にどのような変化があり、財政不足が心配されるのか、国の支援はどうな

っているのか、国保基金の残金は幾らになっているかなど、国保会計の全体を明らかにしていた

だきたい。 

次に、子どもの医療費助成制度について質問いたします。 

「南部町少子化対策検討委員会報告書、これからの少子化対策に向けて」にも感じられること

でありますが、安心して子育てできる社会を望んでいます。児童手当の支給額を小学６年生まで

月額１万円に増額するとともに、支給対象を18歳まで引き上げること。子供の医療費助成制度を

国の制度として確立、就学前まで所得制限なしで無料化することは緊急福祉１兆円プランの一つ

として重視しているところであります。 

子供の医療費無料化は、県や自治体を動かし、条件はさまざまでも中学３年生まで広げるとこ

ろまで助成の対象が広がってきております。青森県が小学入学前まで拡大すると公表しました

が、実施は自治体の判断でとありましたが、若い子育て世代こそ労働条件の悪い職場で必死で生
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きてきております。その世代の励みになります子育て支援を県に倣って、当町でも拡大する考え

はお持ちでしょうか、答弁願います。 

次に、福祉灯油購入費助成について質問いたします。 

生活困窮者に灯油購入費を助成する福祉灯油の実施自治体が、12道県689市町村に広がってき

ております。当町でも行われ、灯油助成券が郵送されたことは、他市町村のやり方を見ても、当

町のそれは住民にとって手間のかからないやり方だったと喜ばれております。政府の原油高騰対

策強化方針の中で、灯油購入費助成は、寒冷地における生活困窮者対策など、自治体の自主的な

取り組みの支援と説明しております。ならば、生活困窮者の中に、生活保護世帯は含まれないの

でしょうか。生活保護世帯の冬季加算は、原油高騰に見合ったものではないと答弁がありました。

政府答弁では、8,000円未満の助成は収入とみなさないとあり、生活保護世帯も対象になります。

生活保護世帯の冬季加算は高騰する灯油に見合った加算になっておりません。これからでも助成

の対象にする考えはないのでしょうか、答弁願います。 

申請手続について。 

精神障害の方の精神障害者保健福祉手帳等の取得手続は、県内どこの病院からでも申請できる

ように改善する考えはありませんか。現在では、どこの病院でも受け付けていると言っています

が、原則的には地区町村の窓口に申請することになっているとは言っております。しかし、慣例

上、病院で受け付けてきたと言っています。ところが「ある病院を受診したところ、南部町では

受け付けていませんと拒否された」と言っております。住む自治体によって不利益を受けては、

町民にとっては不愉快で、どうしてこの町ではということになるのではないでしょうか。病院と

役場の窓口とで連絡の食い違いがあったのでしょうか。慣例上、どこの病院でも受け付けている

ということですので、受け付けない病院がないように確認していただきたいところであります。 

※着席 東寿一君 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、立花議員のご質問にお答えを申し上げます。 

まず１点目の後期高齢者医療制度についてでございますけれども、本制度は現役世代と高齢者

世代の費用負担、そしてまた財政運営の責任主体を明確にしていくために現行の老人保健制度に

かわり、公平でわかりやすい制度として創設されたものでございます。差別したり、人権を侵す
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ような制度とは考えてございません。 

今後は、私も後期高齢者医療広域連合の副広域連合長として就任いたしましたので、広域連合

の議会の皆さんのご意見をしっかりと尊重しながら、運営に努めてまいりたいと、こう思ってお

ります。 

４月から新たにスタートする制度でございますから、今後稼動して、どういう不都合があるの

か、そういう部分が発生した場合には当然改善というものをしていかなければならないというふ

うに思っております。 

一つは、国の法令、いわゆる法律と命令の中で動いている制度でございますので、その点はご

理解を賜りたいと思います。 

次に、道路特定財源についてでございますけれども、道路特定財源につきましては、受益者負

担の考えに基づき、道路の利用者である自動車の所有者及びガソリン等の燃料を使用した人が道

路整備や維持管理に必要な経費として納める自動車重量税、自動車取得税、揮発油税、地方道路

税等の総称であります。現在は本来の税率を暫定的に引き上げて道路整備促進のために必要額を

確保しているところでございます。 

この道路特定財源を原資としまして、まず南部町に交付されているものは、一つ目として、自

動車重量譲与税がございます。自動車重量税収入額の３分の１が市町村に配分され、当町におけ

る平成18年度収入額は約１億3,000万円であります。平成19年度も同額を見込んでの予算措置を

しております。仮に暫定税率が廃止された場合には、平成18年度収入額に置きかえますと、

5,200万円となり、7,800万円の減収となります。恐らく19年度も同額の減収になると思われます。 

二つ目といたしまして、地方道路譲与税でございますが、地方道路税の収入額の42％が市町村

に配分され、当町における平成18年度収入額は約4,500万円であり、平成19年度は約4,800万円を

見込んでおります。仮に、暫定税率が廃止された場合には、平成18年度においては3,800万円と

なり、700万円の減収となります。平成19年度においては4,000万円となり、800万円の減収が見

込まれます。 

三つ目といたしまして、自動車取得税交付金でございますが、自動車取得税収入額の70％が市

町村に配分され、当町の平成18年度収入額は約6,700万円であり、平成19年度も同額と見込んで

おります。仮に暫定税率が廃止された場合には、平成18年度収入額に置きかえますと、4,000万

円となり、2,700万円の減収となり、平成19年度も同額の減収が見込まれるものであります。 

さらに、これらのまず税を原資といたしました地方道路整備臨時交付金がございます。この交

付金につきましては、事業を実施した場合に交付されることから、補助金的な性格を持つもので
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あり、暫定税率が廃止となった場合、交付金事業も廃止となるものと想定されております。 

以上のことから平成18年度における道路特定財源の収入額は約２億4,300万円であり、地方道

路整備臨時交付金の約1,900万円を加えた２億6,200万円が道路整備のための主要な財源として

確保されております。仮に暫定税率が廃止になりますと、約１億1,200万円の減収と考えられ、

道路整備事業の大幅な縮小、または廃止を実施しなければならないことから、多大な影響が出て

くるものと思っております。当町の町道663キロメートルの路線延長のうち、改良済延長は251キ

ロメートルと、改良済率は約39％、まだ40％に達しておりません。引き続き道路整備事業に取り

組むための必要財源というふうに考えてございます。 

全国町村会などの地方６団体では、暫定税率の延長を国に働きかけ、政府は１月23日に道路特

定財源諸税の暫定税率を維持する租税特別措置法等の改正案を国会に提出しており、この法案の

改正手続が実施され、引き続き道路整備に必要な財源が安定的に確保されることが望ましいと考

えております。 

また、当町での議員各位のご理解をいただきました12月定例議会において、産業建設常任委員

会の発議により、道路特定財源の確保について全会一致で意見書を決議いただいております。立

花議員も先ほどお話しておりましたが、立花議員の一般化と暫定税率の廃止を求める考えという

ものの質問でありますが、立花議員にもこのことにつきましては、賛成をいただいていたものと

理解をしておりました。 

当町の状況を踏まえ、私は県の町村会長として、また、南部町の町長として、道路特定財源確

保について、去る１月17日に、青森市で道路財源の確保を求める青森県地方６団体緊急総決起大

会を開催し、暫定税率を延長すること、道路整備財源を充実することについて、参会の皆さんか

ら全会一致の賛成決議をいただいております。また、２月８日は、北海道、東北６県、新潟、８

道県の地方６団体会議の大会を開きまして、ここにおいても全会一致での延長維持を決議をして

ございます。さらに、２月15日においては、全国地方６団体の長の大会がありまして、そこにお

いても同じ決議をしているところでございます。また、さらに２月20日には、青森県地方６団体

代表者会議を開きまして、現在国会で種々検討されているこの問題に対し、我々地方を預かる者

への情報が極めて乏しいと、そういう状況から互いに情報を共有し、この難局に対して対応して

いくということで、情報等もしっかりと出していただくということを話し合っているところでご

ざいます。 

道路特定財源の一般財源化でございますけれども、道路の特定財源は受益者負担の原則に基づ

いて課税となっております。この財源は目的税であり、目的がなくなった場合には直ちに廃止す
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べきものであるものでありますが、地方の道路は、議員もご承知のとおり、まだまだおくれてい

るというのが現状でございます。利用者が納めたものを他の目的に、いわゆる納めていない方々

のためにも使用していくということになったときに、利用者負担の方々が不利益をこうむるとい

う、こういう課題もあるわけでございます。これはいろいろ議論をされている点でございますが、

また、今国会においては、一般財源化を図る場合に、使途を明確にしていくべきという意見が自

民党内の議員の方々からも最近は発言をされております。やはりしっかりと明確化して、そして

また、私自身も59兆円というのが果たして適正な、本当の我々国民がすべて求めている部分の

59兆円かということに対しては、私らもいささか疑問もあるように思います。最近テレビ等では

いろいろな部分で道路特定財源の中から使われている報道がされております。あれはどこまで真

実の報道かという部分はわかりませんが、そういうことはだれしも許されるべきことではない。

やはりああいうむだをしっかりなくして、そしてまた、しっかりと10年の計画の中で必要な部分

がどういう道路なのかと、そういう部分は国会の中で議論をしていただきたいと思いますし、た

だ、我々今ここで廃止、即一般財源化となったときに、果たして道路に使用できる金額がどの程

度地方に来るのかというのは全く明確化されていないわけでございまして、こうなったときに、

事遅しになってはいけないと。このことから、まず我々が道路整備をしていく上で、今の暫定税

率を確保していただいて、私はその後、しっかりと国会で改善すべきことは改善して、見直すべ

きことはやはり見直ししていくと。恐らくそういう考えが私は国民の多数の考え方ではないかな

と、このように思っております。 

行政を預かる者としては、やはり道路財源の確保をしっかりして、そして地方の道路が都市に

比べてまだまだおくれている。これをしっかり取り組まなければならないというのがまた理事者

でもございますので、その財源が確保されないということは、大変なことだと、このように思っ

ております。 

次に、国保税の引き上げ等についてでございますけれども、なぜ引き上げが必要かと、こうい

う、これは立花議員と私も就任しまして、平成17年からもう理事者と議員という形でお付き合い

をさせていただき、また、毎回議場で議論をさせていただいておりますので、立花議員の方がな

ぜ必要なのかというのはわかっていての質問だと思いますが、やはり、国保税の中で一般会計の

中で行わなければならない。それができなくなってきた場合には、やはりその分を上げて、事業

を行っていかなければならないということなわけでございまして、合併当初、不均一課税の不公

平を解消するため、これ、合併前３地区の国保税に違いがござました。合併してそれをずっと違

う内容でいいのかということに早速取り組みまして、国保審議委員の方々にも慎重に審議をして
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いただいてスタートをしたわけでございますが、均一課税にすべき、そして、そのじゃあ財源は

どうするか。いわゆる１年目は２地区を下げ、１地区を少し上げていただいて、２年目は３地区

また上げてもらう。そして３年目にもう一度上げてもらうという、この３年計画でもって国保の

正規な状況になるということで、地区ごとの違いがありますが、２年目までは合併前のときより

２地区は下がっております。そして、初めて合併前のときより上がるのが１地区、そして１地区

は２年連続で上がる形になりますが、それは合併前の国保税の金額の違いでございました。これ

をやることによって、正常な国民健康保険ができるということでございます。 

１年目、２年目当初必要な額より下げての徴収でございましたから、町負担というか、財政調

整基金がありましたので、合併前に財政調整基金を確保している町村が２地区ございました。そ

の基金の３億を有効に活用して、この１年、２年取り組んできているわけでございます。これは

急激な負担を避けるということで、３年間で見直しをし、適正な税率にするということで、今日

に至っているということをまずご理解をいただきたいと思います。しかしながら、年々増加する

医療費等の支払いに国保加入世帯から納めていただいている税が追いつかず、先ほど申しました

国保財政が逼迫している状況にあります。一般会計からの繰り入れは、国保被保険者以外の一般

の方にも負担を強いることになります。他の部分へのサービスに当然しわ寄せが行くのではない

でしょうか。住民サービスの低下が懸念されないような施策にしていかなければならないと思っ

ております。 

以上のことから、平成20年度においても適正な国保税の見直しはやはり不可欠であります。当

然ながら、低所得者世帯の国保税については、軽減措置を講じておりますので、ご承知をいただ

きたいと思います。経済の停滞、そしてまた、不景気感を払拭できない今日、国保被保険者の皆

様には所得の増収が見込めなく、厳しい中においても納めていただいておるわけでございます

が、まず、国保というものはみんなで支えるという中から納めていただいております。将来的に

国保財政が安定化しなければならない。そのためには健康を保つ、こういう健康事業も一緒に取

り組んでいかなければならないわけでございまして、非常に我々としても上げるというのは住民

に対しても思いというものはございますが、現在基金を既に３億円を取り崩して、この２年来て

いると。 

再質問等で詳しい部分には担当課長から答弁をさせますが、恐らく現在20年度に向けて残され

ている金額は限られた金額、１年、２年で１億数千万円を基金から繰り入れておりますので、20年

度にその分を確保していかなければ国保事業が成り立たないと、こういうことをご理解いただき

たいと思います。 
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次に、福祉灯油購入費事業でございますけれども、町では灯油価格の高騰に伴い、緊急対策と

しまして、独居高齢者等世帯、ひとり親等世帯、重度心身障害者が同居する世帯、そしてまた町

内中学校に在学する中学３年生を持つ世帯を対象に、19年12月１日現在、19年度の町民税が非課

税世帯であることや福祉施設に入所していないこと、生活保護を受給していないことなど、一定

の要件のもと、灯油購入費用の一部を助成をしてございます。特に、中学生への助成につきまし

ては、全国において当町だけの取り組みでございまして、臨時議会でご承認をいただいた後に、

東京のＴＢＳラジオから私のところに電話が入りました。３時半からのＴＢＳラジオの電話での

生中継に生出演をしていただきたいという、３時半から５時50分までの、東京では一番の視聴率

のある番組だそうでございますけれども、そこに「青森県南部町受験生に助成」というきょうの

トップ10という中に選ばれましたということで、電話での生出演をさせていただきました。こう

いう取り組みも他では行っていない部分も取り組ませていただきました。 

その中で、生活保護世帯、これについても我々、決めるときに、当然議論をいたしました。そ

の中で、今回は対象にならなかったという部分については、生活保護世帯の方々は今まで価格高

騰に限らず冬期間、11月から３月までの間は暖房費として月額１人世帯においては１万8,870円、

２人世帯においては２万4,440円、３人世帯においては２万9,160円、４人世帯においては３万

3,070円というこういう金額が冬期間、高騰に限らず特別加算されて支給されております。この

ことから、今回は対象としなかったわけでございますが、ここにまたするということは、いわゆ

るまた二重加算という部分もあるのではないかということで、今回もっと大変だろうと思われる

方々に対して支援を行いましたので、ご理解をいただきたいと、こう思ってございます。 

次に、精神障害者保健福祉手帳等の取得についてでございますが、先ほど「どこの病院でも」

というふうに議員言いましたけれども、私が職員から聞いている中では、どこの病院でもそうい

うことはしていないと。していないというのは、立花議員は全部の病院ということでおっしゃっ

たと思いますが、私はしているところもあれば、していないところもあるというふうに聞いてお

ります。ここはまた担当課長の方から答弁させたいと思いますが、もし、あるところ、ないとこ

ろがある場合、あかたもどこの病院でもみんなやっているんだと。当町の病院だけやっていない

んだという部分は議事録に残りますので、私もはっきりと言わせていただいて、誤解のないよう

にしていただきたいと思います。 

精神障害者保健福祉手帳の申請は、申請者が必要書類を整え、市町村窓口へ提出していただく

ことになっております。申請者が提出いただくことになっております。しかし、申請者が病院か

ら受け取った診断書等を紛失するということが過去にも起きていたり、あるいは紛失すれば大変
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ということから、現在、病院側の配慮により、病院で書類を整え、町へ送付してくれており、こ

この部分については受理をしております。県内どこの病院からでも申請できるようということで

すが、そうなりますと、医師会といろいろ関係機関との調整がございますし、また、当然全部の

医師が同じ意見ということでもなかろうかと思われますので、県全体のことになってきますの

で、これからの動向を見きわめながら対処してまいりたいと思います。現段階では、病院からの

申請はあくまでも病院側の配慮によるものであり、制度上は申請者が直接町窓口へ申請書を提出

いただくことになっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

済みません。失礼いたしました。１点抜けていたようでございます。 

子供の医療費助成についてでございますが、現在町では通院はゼロ歳から３歳まで、入院はゼ

ロ歳から就学前児童を対象として医療費の助成をしておりますが、これは県の乳幼児はつらつ育

成事業実施要綱に基づき実施しているものでございます。県では平成20年４月より３歳から就学

前児童の自己負担割合が３割から２割とする医療制度の改正によりまして、平成20年10月診療分

から補助対象を拡大し、４歳から就学前児童の通院も対象にするとしてございます。 

県同様の小学校入学前まで拡大する考えはないかということでございますが、現行制度で事業

費が１カ月約100万円、年間約1,200万円となっております。うち２分の１は県補助であり、町は

年間約600万円の支出となっております。今後、事業費がどのぐらいになるのか、これを計算、

検討してみまして、財政的な部分が維持できていくのか、継続していけるのかと、どこの部分を

じゃあ逆に削って、そこの部分に回せるのかという部分を十分検討しまして、今後決定をしてま

いりたいと、このように思っております。 

ただ、私も一番懸念するのは、県はいつも助成して、その後３年すると県の補助をカットしま

す。こういうのが今日までもいろいろな事業でいっぱいあります。町村になったときに、カット

されて、県はカットして、行政から行政への連絡だけで済むんでしょうが、我々行政に対して連

絡で終ると。我々はそれを一人一人に、毎日住民に説明していかなければならない。ですから、

県に補助してもらうのは大変ありがたいけれども、本当に継続した事業をしてもらわないと、困

ると。それが将来、町がまたその分を負担していかなければならないという部分がいろいろな事

業で発生しております。こういう部分は私も県の方にもしっかりと訴えてまいりたいと、このよ

うに思っております。               

                                 ※着席 工藤久夫君 

 

〇議長（小笠原義弘君） 住民生活課長。 
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〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、国民健康保険税について補足説明をいたします。 

財政的にどうなるかということでございますが、町長の説明にもございましたように、３億円

ございました基金を均一課税のためということで、１億円ずつ使っていこうという当初計画がご

ざいましたが、それでも増大する医療費に追いつかず、18年、19年度においてほぼ使い切ると。

推定では20年度に回せる金は約1,700万円ぐらいの残高しか残ってございません。そのほかにも

一般財源からの繰り入れは18年度は２億3,000万円、それから19年度においては２億2,000万円の

繰り入れをしているところでございます。そういう状況にあるということをご理解願いたいと思

います。 

以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 福祉課長。 

 

〇福祉課長（立花和則君） 私の方からは、申請手続きについてご説明申し上げます。 

この申請手続きにつきましては、先ほど町長の答弁にあったとおりでございます。議員がその

中で、「南部町では受け付けない」という発言がありましたが、これは決して病院で整えた書類

を私の方で受け付けないということはございません。病院の方で、病院の配慮によって書類を整

えて町へ送付してくれている分についてもこれはしっかり受理をしておりますので、その辺、ち

ょっと何かの言葉のニュアンスで行き違いになったものと思ってございますが、その辺は後でち

ゃんと確認をしたいと思いますので、ご理解をお願いいたします。 

以上です。 

                                  ※着席 川守田稔君 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。立花寛子君。 

 

〇12番（立花寛子君） まず初めの再質問でありますが、１番、後期高齢者のことについてであ

りますが、町長の先ほどの答弁には、国の制度だからということで理解してほしいというような

話がありましたが、国の制度でも大変地方にとっては厳しい制度でありますので、もう少し独自

の減免なり、減額、保険料の減額など、制度の改善を求めていきたいものでありますが、こうい

うことを町長は先ほどもお話しした後期高齢者の広域連合議会にどのようなお気持ちで議会に
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臨まれているのでしょうか。一度目は欠席され、その後は議員から副広域連合長になられ、議会

での発言はないようであります。議会に参加し、だまっていても、広域連合長は６万円、副広域

連合長は４万7,000円、議会の議員には２万8,000円の報酬を支払っております。議会で発言して

いただかなければ、この制度にどう立ち向かっているのかわかりません。少ない年金から身を削

る思いで天引きされる高齢者の気持ちを考えていただきたいと思います。 

この制度は、医療、特に命にかかわる大事な保険制度であるにもかかわらず、支払いが途絶え

ると保険証を取り上げられる大変厳しい制度であります。支払いが途絶えたなら自動的に保険証

を取り上げていただかないように、何らかの手立てを考えておられるのかどうか、広域連合の方

ではそういうところまで踏み込んでお話がなされているのか、直接町長は副広域連合長としてお

座りになっているのですから、本当の胸のうちを聞かせていただきたいと思います。 

次は、道路のことについてでありますが、さまざまな仕組みの説明もありました。町長も私も

当町の生活道路を守るための気持ちには変わりがないものと思っております。ただ、その財源確

保のやり方といいますか、そういうところでは違いが見られますが、生活道路を直すという気持

ちに立っては同じだと思っております。 

そこで、町長も何度も話されておりましたが、地方交付税の総額の増額を訴えられて、地方交

付税の獲得のためには尽力していただきたいと思っておりますが、道路中期計画に対して先ほど

いろいろ述べましたけれども、こういう計画が進むことでは、地方の道路はよくならないと思い

ますが、この点、もう一度お聞かせください。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花議員、一般質問の時間が少なくなっておりますので、質問は簡潔

にお願いします。 

 

〇12番（立花寛子君） 国保については、みんなで支える制度だから、という制度はもう現在は

崩れていると思います。とても払い切れる状況の金額ではありません。そして、今回からは、国

保加入者の中からは、75歳以上の皆さん方は後期高齢者医療制度の方に必然的に組み込まれてい

きますし、その分国保に入る金額は減っていくわけだと思いますが、国保会計とこれから始まる

後期高齢者医療制度の会計との関係はどうなっていくのか、こういうことも含めて財源が足りな

くなっているのかどうか、この仕組みについてお話ししていただきたいと思います。 

 それから、福祉灯油のことについてでありますが、先ほど生活保護世帯の皆さんには冬季加算

があるというような数字を述べられておりましたが、生活保護世帯と言いましてもさまざまな基
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準がありまして、生活保護を満額いただいている世帯ばかりではありません。まして、生活保護

をいただいているということで、身を小さくして肩身の狭い思いをしている方もおられるわけで

あります。そういう方々に対して、政府の方でも8,000円以内なら収入とみなさないという国会

答弁がありますので、当町は6,000幾らでしたので、生活保護世帯にも十分に助成をすることが

可能だと思いますが、この点を再質問いたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） まず最初に、後期高齢者医療制度の広域連合でございますが、立花議員

は議員から広域連合の長になった経緯というのは恐らく知ってご質問をしたと思いますが、南部

町長としていわゆる地域ごとからの選出がございます。市の部、町村の部、そういう方々から選

挙があって、選挙で当選をするという中での議会なわけでございますが、県南の方として、南部

町として当時議員に就任をいたしました。その後、県の町村会長に就任しまして、実は県の町村

会長は副広域連合長になるようになってございます。その結果、議員を一たん辞職をして、副広

域連合長に就任したという経緯でございますので、当然、理事者側になります。議会での質問と

いうのは理事者側でございますから、ないわけでして、当然議員の皆さんからの意見を聞いて、

広域連合長とともに進めていかなければならないと思っております。ただ、当然議会外、そうい

う会議等では意見を言える機会がありますので、疑問等々が出れば、当然発言をしていきたいと

思いますし、軽減については、既に軽減制度がございます。そのことを申し上げておきたいと思

います。 

それから、道路特定財源でございますが、地方交付税、これが我々一番頼りにするところでご

ざいまして、増額を求める要望を昨年も何度となく国の方にまた、国会議員の先生方にも働きか

けてきました。いささか効果が出るというのが4,000億円ほどが地方の方に組まれるということ

で、今後これがただ期間的にならないように、しっかりと継続的な交付税の増額という中でまた

要望していかなければならないと思っております。 

道路特定財源につきましては、先ほども申し上げました、まずしっかりと確保していただいて、

我々もむだな道路、立派な道路を決して望んでいることじゃないです。我々が今一番大事なのは

いわゆる生活道路、それさえもおくれているという中で、また当然広域的な主要道路もそうです。

県道もおくれております。合併する前３町村から一つずつの県道を要望しています。まだ一つと

して実現されておらない。こういうのも即急に計画的にやってもらうために、まず財源だけは確
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保してもらわなければならないということでございますので、今後、国会において大変議論され

ているようでございます。自民党内でも一般財源化していってもいいのではないかという方もお

られるようでございます。そういうときにもしなったとしても、しっかりと道路の整備で幾らし

たんだと、そういう金額を明記されるのであれば、全国の町村長たちも確保されるという部分が

はっきりしてくれば、また助かるのではないかなと、こう思っております。 

国保税の件でございますけれども、会計の仕組みについては担当課の方から説明申し上げたい

と思います。 

灯油助成につきましては、我々の町内の財政規模の中でこの部分だけは何とか助成しましょう

ということでありまして、国はないないと言いながらも埋蔵金もあるような話もあります。ある

からそういう金額が出るのかもわかりませんけれども、我々にはそういうのがないものですか

ら、限られた中でできるだけのことは支援をしていきたいと、こういう中の取り組みでございま

したから、ご理解をいただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、まず国保の方もございますが、後期高齢者制度の

自動的に停止されるのかと、保険証がもう交付されないのかというご質問でございますが、特別

徴収は年金からということで、普通徴収が町村が徴収する事務と、そういうことになってござい

ます。ですから、滞納になるということになりますと、現在国保でも行っております資格審査、

資格証明書の発行、それから短期証明書の発行、これについて審議会みたいなものがございます

が、そういうようなものを通して決定をしていくと。決して自動的にすぐさまそうなるというも

のではございません。 

それから、国民健康保険税の財政的なものの関連性はどうなのかということですが、後期高齢

者と。75歳以上の方は国民健康保険から抜けますが、新たに財源といたしましては、保険で賄う

わけですが、負担金も１割ということで少ない、そういう中で国民健康保険の方から後期高齢者

への支援金が後期高齢者の方に行くことになってございますので、その辺のところを説明してお

きたいと、そう思います。 

以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 時間ですので、以上で立花寛子君の一般質問を終わります。 




